
 令和 6年 1月 19日 

各 位 

大阪中河内農業協同組合 

 

基準値を超える農薬使用の農産物販売による自主回収について 

 

今回、当 JA の直売所「畑のつづき」において、残留農薬自主検査を行ったところ「畑のつづき」

で販売の「さつまいも」が食品衛生法に定める農薬使用基準値が超えていることが判明いたしまし

た。 

つきましては、下記、「さつまいも」の販売停止と自主回収に努めておりますので、誠に恐れ入り

ますが、該当商品をお持ちの利用者様におかれましては、直売所従業員までお申し出ください。 

利用者様には、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

1. ① 対 象 内 容 

対 象 品   さつまいも 

販 売 店   「畑のつづき」 龍華店 

生 産 者   「畑のつづき」龍華店出荷者 1名 

判 明 農 薬   フエノブカルブ（農薬名：バッサ） 用途：殺虫剤 

判 明 量   0.04ppm (基準値 0.01ppm） 

販 売 日   令和 5年 11月 21日～令和 5年 12月 30日 

販 売 数   15袋（龍華店のみ） 

判 明 日   令和 6年 1月 17日 

健康への影響  

一日当たりの許容摂取量から換算しますと、当該「さつまいも」を体重 50㎏の人が毎日 16.25

㎏以上を一生涯食べ続けると、健康に悪影響を及ぼす可能性がございます。 

※１日摂取許容量（ADI）より算出 

 

お問い合わせ先 ： JA大阪中河内 営農経済部 販売 G 

TEL：072-943-2835 FAX：072-941-8288 


